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９ ダイオキシン法の水質基準対象施設設置の事業場に係る排水基準 
１ 対象となる工場又は事業場 

以下の特定施設を設置する工場又は事業場 

・ダイオキシン法の水質基準対象施設（P.22） 

２ 法律体系 

排水規制の区分 法   令 

濃度規制 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 

 ３ 排水基準（➢ダイオキシン類対策特別措置法施行規則別表第２） 

対 象 項 目 排 水 基 準      (mg/L) 

 ダイオキシン類  10pg-TEQ/L 注 2 

注１ 基準適用場所は、事業場の排水口とする。 

注２ TEQ：ダイオキシン類の毒性を、最も毒性の強い 2,3,7,8-TeCDDに換算した値 
 
   
 

 

 


